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「銀行等による保険募集に関する関係者等からのヒアリング」で挨拶をする
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「東日本大震災関連情報」について 
 

 
平成 23 年（2011 年）東日本大震災によりお亡くなりになられた方々に対し改めて衷心よりお悔やみを

申し上げますとともに、被害を受けられた被災者の皆様に対して心よりのお見舞いを申し上げます。 
金融庁では、以下を窓口として「東日本大震災関連情報」を提供しております。 

 
１．東日本大震災関連情報 金融面の対策に全力を挙げています！ 
 
金融庁では、ウェブサイト上に「東日本大震災関連情報」ページを開設し、以下の項目別に情報提供

をしております。 
 
（１）預金者の皆さまへ 
 

○預金通帳や印鑑を紛失した場合でも、本人であることが確認できる書類の提示により、金融機関は
預金の払戻しに応じています。 

○本人であることが確認できる書類を紛失してしまった場合についても、住所・氏名等をお伺いし、
登録内容との一致を確認したうえで払戻しを行うなど、柔軟な対応に努めています。 

○預金者本人の死亡時や行方不明時に、親・子ども・配偶者等の方から預金の払出しの求めがあった
場合には、必要な要件を満たすことを確認したうえで一定の金額の払出しに応じるなど、柔軟な対
応に努めています。 

○今般の震災で亡くなられた方や行方不明の方の預金について、ご遺族やご親族がどの銀行に口座が
あったか分からない場合には、全国銀行協会にご照会下さい。 

○他の地域に避難されている場合、お取引金融機関以外の店舗でも預金の払戻しを取り扱っている金
融機関があります。 

○なお、多くの方々の災害義援金により被災者の皆様方を支援することや、生活の建て直しを図ろう
とする被災者の方々が銀行口座等を円滑に開設できるようにすることが極めて重要であることから、
本人確認手続きについて必要な施策を講じています。 
詳しくは、こちらをご参照ください。また、義援金等を装った詐欺にご注意ください。 

 
 

（２）お金を借りておられる皆さまへ 
 

  ○金融機関は、災害の影響を直接、間接に受けておられる方から、借入金の返済猶予等や、つなぎ資
金の供与等の申込みがあった場合には、できる限りこれに応じるよう努めています。 

○災害のために支払いができない手形・小切手の不渡処分（銀行等の取引停止処分等）は猶予されま
す。 

○融資の申込みに対しても、被災された方の実情を踏まえ、融資審査に際しての提出書類等を必要最
小限のものとするなど、弾力的・迅速な対応に努めています。 

 
（３）保険に加入されている皆さまへ 
 

○生命保険・損害保険各社は、保険金の簡易・迅速な支払いに努めています。 
○保険証券や本人であることが確認できる書類を紛失してしまった場合でも、それぞれの状況に応じ
た柔軟な対応を行っています。どの保険会社と契約していたか分からない場合については、保険協
会や保険会社にご照会ください。 

○被災された方については、申し出があれば、保険料の支払い等を猶予しています。 
 
（４）上場企業等の皆さまへ 

 
○東日本大震災に伴う有価証券報告書等の提出期限については、特例措置を延長するための政令を制
定し、本年９月末までに提出すればよいこととしました。 

○さらに、各取引所では、被災した会社の上場管理や、新規上場に係る審査等について、各種の取組
みを行い、柔軟に対応することとしています。 

 
（５）金融機関の皆さまへ 
 

○震災による直接・間接の影響により、債務者の実態把握が困難な場合等を踏まえ、資産査定に係る
特例措置及び運用の明確化を行っています。 

○被災された金融機関が期限どおりに必要な報告書類を当局に提出できない場合、弾力的に対応する
こととしています。 

http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/deposit.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/20110325-1a.html#44
http://www.fsa.go.jp/common/conference/danwa/20110324-1.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/gienkin.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/debt.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/insurance.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/houjin.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/kinyu.html
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○また、被災地域等の金融機関が、中小企業金融円滑化法に基づく開示・報告を被災地域の実情に応
じた形で行うことができるよう、開示・報告義務を弾力化することとし、内閣府令等を改正しまし
た。 

○更に、震災により、金融機関に様々な影響が生じうることを踏まえ、(1)地域における面的な金融
機能を維持・強化するとともに、(2)預金者に安心していただける、万全の枠組みを設けるため、
金融機能強化法の改正案を国会に提出し、平成 23 年 6 月 22 日に成立しました。 

○貸金業者から借入れを行おうとする被災者の方が、法令に定める手続き等が問題となって、資金を
借りられないという不都合が生じないよう、貸金業法施行規則の一部の改正を行いました。 

 
（６）金融機関等の相談窓口一覧 
（７）プレスリリース一覧 
（８）関連リンク 
                                                     

その他、当ページでは、金融機関等の対応状況として、被災地域の金融機関の状況、金融庁及び財務
局の震災対応に関する諸施策並びに金融業界の対応についての情報をご覧になることができます。当該
情報は、日々更新しています。 
 

※ 詳しくは、金融庁のウェブサイトのトップページから「被災された皆さまへ金融庁からの重要な情報
です」にアクセスして下さい。 

 
 
２．東日本大震災関連情報 金融庁携帯サイトについて 
 
金融庁では、大震災関連情報を掲載した金融庁携帯サイトを開設しております。 
 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトのトップページから「金融庁携帯用サイト」及びQRコード（以下） 
からアクセスしてください。 

 
金融庁携帯用サイト 

 
 
３．金融庁ツイッターについて 
 
金融庁では、これまで本ツイッターで、東日本大震災関連の金融に関する情報を皆さまに提供してま

いりました。本日で震災から３ヶ月を向かえたことを機に、今後は、必ずしも震災関連に限らず、金融
に関する様々な取り組み等について、情報を提供してまいります。宜しくお願いいたします。 
 
 
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトのトップページから「金融庁のTwitter」 にアクセスしてくださ 

い。 
 

 
金融庁のTwitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/20110325-1.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/press.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/jokyo.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103.html
http://www.fsa.go.jp/m/quake/jishin.html
http://www.fsa.go.jp/m/quake/jishin.html
http://twitter.com/#!/fsa_JAPAN
http://twitter.com/#!/fsa_JAPAN
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【トピックス】 

 

「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」の施行について 

 

平成 23 年５月 13 日より、「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」（平成 22 年法律

第51号。以下「平成22年改正法」といいます。）が施行されました。この施行に伴い、平成17年の保険

業法等の一部を改正する法律（平成17年法律第38号。以下「平成17年旧改正法」といいます。）の公布

日（平成17年5月2日。以下「公布日」といいます。）に特定保険業を行っていた団体等のうち一定の要

件に該当するものについては、行政庁の認可を受けることにより、当分の間、公布日に行っていた特定保

険業の範囲内でその事業の継続が可能となりました。 

本稿では、「保険業法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令」、「認可特定保険業者等に関

する命令」及び「認可特定保険業者向けの総合的な監督指針」について、その概要を紹介します。 

 

(注)「保険業法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令」、「認可特定保険業者等に関する命令」及

び「認可特定保険業者向けの総合的な監督指針」については、本年３月 11 日から４月 10 日までの間、パ

ブリックコメントを実施し、28 の個人及び 64 の団体から延べ 444 件のコメントを頂き、これらを踏まえ

て、本年５月13日に施行したところです。 

 

 保険業法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の概要 

保険業法施行令の一部を改正する政令（平成18年政令第33号）について、主に次のような改正を行

っています。 

 

１．包括移転の対象から除かれる保険契約等 

(1) 保険契約の包括移転において、包括して移転しなければならない保険契約の対象から除かれる保

険契約として、保険契約の移転の公告等のときに既に保険事故が発生している保険契約等を定めて

います。 

(2) 認可特定保険業者の解散等に係る認可をしない理由とならない保険契約として、解散等に係る認

可の申請の日において既に保険事故が発生している保険契約等を定めています。 

 

２．合併において異議申立てによる弁済等の対象となる保険契約に係る権利 

合併において異議申立てによる弁済等の対象となる保険金請求権等の範囲について、合併の公告の

ときに既に生じている保険金請求権等に限る旨を定めています。 

 

３．保険契約の申込みの撤回等ができない場合 

保険契約の申込みの撤回等ができない場合として、申込者等があらかじめ日を通知して認可特定保

険業者等の営業所等を訪問し、かつ、当該通知又は訪問の際に自己の訪問が保険契約申込みをするた

めのものであることを明らかにした上で、当該営業所等において申込みをした場合等を定めています。 

 

４．権限の委任 

内閣総理大臣から金融庁長官に委任された権限の一部を、認可特定保険業者の主たる事務所の所在

地を管轄する財務局長等に委任しています。 

 

 認可特定保険業者等に関する命令の概要 

内閣総理大臣及び旧公益法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令として、主

に次のような事項を定めています。 
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１．特定保険業の認可関係 

(1)特定保険業を行っていた者と密接な関係を有する者の意義 

公布日に特定保険業を行っていた者（以下「旧特定保険業者」といいます。）と密接な関係を有す

る者として、申請者の目的及び役員構成等に照らして旧特定保険業者と実質的に同一と認められる

一般社団法人又は一般財団法人を定めています。 

(2)認可申請書の添付書類 

平成 22 年改正法による改正後の平成 17 年旧改正法（以下「平成 17 年改正法」といいます。）に

定める認可申請書の添付書類のほか、登記事項証明書、三事業年度の事業計画書、最終の貸借対照

表・損益計算書、社員又は設立者及び評議員の名簿等を定めています。 

(3)特定保険業の実質的同一性を明らかにするために必要な事項 

平成 17 年改正法附則第２条第７項第２号の基準に適合することを明らかにするために必要な事

項として、認可申請者等が公布日に現に行っていた特定保険業に係る保険の種類、保険契約者の範

囲、被保険者又は保険の目的の範囲及び保険金の支払事由を定めています。 

(4)事業方法書等の記載事項等 

事業方法書等に記載すべき事項として、保険の種類、保険契約者の範囲、被保険者又は保険の目

的の範囲並びに保険金額及び保険期間に関する事項等を定めるとともに、その審査基準を定めてい

ます。 

(5)財産的基礎に係る審査基準 

財産的基礎に係る審査基準として、純資産額が 1,000 万円以上であること、又はできる限り早期

に純資産額を 1,000 万円以上とすることを目的とし、そのために必要と見込まれる措置を適切に講

ずるものであること等の要件に適合する計画を有しており、かつ当該計画の達成が見込まれること、

のいずれかに該当することを定めています。 

 

２．業務関係 

(1)資産運用の方法 

資産運用の方法として、有価証券（国債、地方債、上場株式会社が発行する社債・株式等）の取

得、預貯金、一定の金銭信託、生命保険契約の締結及びその他行政庁の承認を受けた方法等を定め

ています。 

(2)業務運営に関する措置 

業務の健全かつ適切な運営を確保するために講ずべき措置として、その業務に係る重要事項の顧

客への説明、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務を第三者に委

託する場合における当該業務の適切な遂行等の措置を定めています。 

(3)保険代理業 

行政庁の承認を受けないで行うことができる保険代理業について、その範囲を定めています。 

 

３．経理等関係 

(1)開示書類 

保険契約者等の縦覧に供する説明書類について、その記載事項等を定めています。 

(2) 契約者配当 

契約者配当及び契約者配当準備金について、その基準を定めています。 

(3)価格変動準備金 

価格変動準備金の対象資産及びその積立基準等を定めています。 

(4)責任準備金等 

責任準備金及び支払備金について、その積立てに関する基準等を定めています。 

(5)保険計理人の選任等 

保険計理人の選任を要しない認可特定保険業者の要件として、保険料積立金の積立てを要する長

期の保険を引き受けないこと等を定めるとともに、保険計理人の関与事項、資格要件、確認業務等

を定めています。 

 

４．募集関係 

保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為として、法定された一定の行為の禁止を免れる行為

等を定めています。 
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５．その他 

保険契約の包括移転、事業の譲渡又は譲受け、業務及び財産の管理の委託、解散、合併及び清算

に関する制度の細目のほか、他業を行う場合の承認申請手続その他の申請に係る手続、書類の提出

の手続、届出事項等について、所要の規定を定めています。 

 

認可特定保険業者向けの総合的な監督指針の概要 

平成 22 年改正法の施行に伴い、認可特定保険業者向けの総合的な監督指針を策定しています。監督

指針の主な内容は以下のとおりです。 

 

１．認可特定保険業者の監督に関する基本的考え方 

(1) 平成 22 年改正法は、旧特定保険業者のうち、行政庁の認可を受けて特定保険業を行う者（認可

特定保険業者）について、その業務の健全かつ適切な運営を確保すること等により、保険契約者

等の保護を図ることを目的としています。 

(2) 認可特定保険業者が行うことのできる特定保険業は、保険会社等が行う保険業と異なり、原則と

して公布日に行っていたものと同一のものでなければならないこと、認可特定保険業者が特定保険

業を行うことができる期間は当分の間とされていること等を踏まえ、認可特定保険業者の業務の健

全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保するための規制が定められており、本監督指針におい

ては、監督事務に関する基本的な考え方、監督上の着眼点、具体的な監督手法等について体系的に

整備しています。 

(3) なお、これまでの経緯から、認可特定保険業者の実態はその態勢等の面で多種多様であることが

予想されることから、本監督指針の適用にあたっては、各評価項目の字義通りの対応が行われてい

ない場合であっても、必ずしも不適切とするものでないことに留意し、機械的・画一的な運用に陥

らないよう配慮する必要があります。 

 

２．認可特定保険業者の監督にあたっての評価項目 

(1) 経営管理（ガバナンス） 

認可特定保険業者の経営管理の有効性を次の観点から検証することとしています。 

a.代表理事、理事及び理事会の責任、義務 

b.監事による経営監視機能 

c.内部監査部門の機能、独立性の確保 

d.保険計理人の役割 

e.保険計理関連業務の実施（※保険計理人の選任が義務付けられていない場合） 

f.審査管理体制の充実強化 等 

 

(2) 財務の健全性 

認可特定保険業者の財務の健全性確保の為の管理態勢を次の観点から検証することとしています。 

a.責任準備金等の積立ての適切性 

b.早期警戒制度 

c.区分勘定の設定 

d.再保険に関するリスク管理態勢の適切性 

e.保険引受リスク管理態勢の適切性 

f.資産運用リスク管理態勢の適切性 

g.流動性リスク管理態勢の適切性等 

 

(3) 業務の適切性 

認可特定保険業者の業務の適切性確保のための管理態勢を次の観点から検証することとしています。 

a.法令等遵守態勢の適切性 

b.保険募集態勢の適切性 

c.苦情処理態勢の適切性 

d.利用者に対する説明責任、保険金等支払管理態勢等の適切性 
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e.利用者等に関する情報管理態勢の適切性 

f.反社会的勢力による被害の防止 

g.事務リスク、システムリスク管理態勢の適切性 等 

 

３．認可特定保険業者の監督に係る事務処理上の留意点 

(1) 監督事務の流れ 

監督事務の流れについて、次のとおり留意点を記載しています。 

a.オフサイト・モニタリングの主な留意点 

b.監督部局間、検査部局との連携 

c.内部委任（監督事務は原則として財務局に委任）等 

d.認可特定保険業者に関する苦情・情報提供 

e.法令解釈等の照会を受けた場合の対応 等 

 

(2) 認可特定保険業者に係る事務処理 

特定保険業の認可審査事務等における事務処理について、次のとおり留意点を掲載しています。 

a.特定保険業の認可申請書の受理にあたっての留意点 

 

b.特定保険業の認可の審査にあたっての留意点 

○旧特定保険業者と密接な関係を有する者に関する審査 

申請者が旧特定保険業者ではない場合、申請者がその密接関係者である一般社団法人等であ

るかを、確認することとしています。 

○特定保険業の実質的同一性に関する審査 

旧特定保険業者が公布日に行っていた特定保険業との実質的同一性を確認することとしてい

ます。 

○財産的基礎に関する審査 

特に純資産額が1,000万円に満たない場合には、当該改善計画の妥当性等を検証することと

しています。 

○業務遂行能力に関する審査 

特定保険業を的確に遂行するに足りる人的構成を有することを確認することとしています。 

○保険商品に関する審査 

普通保険約款、事業方法書並びに保険料及び責任準備金の算出方法書に記載された内容が保

険契約者等の保護に欠けるおそれがないか等を確認することとしています。 

 

c.資産の運用方法の承認にあたっての留意点 

公布日に行っていた特定保険業に係る資産運用の状況等を勘案して保険契約者等の保護に欠け

るおそれが少ないものと認められるかを審査することとし、具体的には、当該運用方法を採ること

についてやむを得ない理由があるか、当該運用に係る各種リスクに適切に対応できるものとなって

いるか等を確認することとしています。 

 

d.他業の兼業承認等にあたっての留意点 

○特定保険業を適切かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないかを審査することとしてい 

ます。 

○他業を行う場合にあっては、特定保険業に係る会計と当該他業に係る会計が区分経理されてい 

るかを審査することとしています。 

 

e.子会社の承認にあたっての留意点 

特定保険業の健全かつ適切な運営又は保険契約者等の保護の観点から問題がないかを審査するこ

ととしています。 

 

f.定款変更の認可にあたっての留意点 

定款変更後においても、特定保険業の実質同一性が確保されるものとなっているか等を審査する

こととしています。 
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g.説明書類の作成・縦覧等 等 

 

(3) 行政指導等を行う際の留意点 等 

(4) 行政処分等を行う際の留意点 

(5) 意見交換制度 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から、「保険業法等の一部を改正する法律の一部

を改正する法律」の施行に伴う関係政令・主務省令案等に対するパブリックコメントの結果等につい

て」（平成23年５月10日）にアクセスしてください。 

 

また、認可特定保険業者に関してよくある質問をＱ＆Ａ形式でまとめていますので、「報道発表資

料」から「改正保険業法における認可特定保険業者について」（平成 23 年５月 13 日）にアクセスし

てください。 

 

「農業協同組合法に定める要請検査の実施に係る基準・指針」について 

 

農林水産省及び金融庁では、昨年６月に閣議決定された「規制・制度改革に係る対処方針」を踏まえ、

都道府県及び農林水産省と連携して農協に対する検査を行うための基準・指針(「農業協同組合法に定め

る要請検査の実施に係る基準・指針」)を共同で策定し、本年５月13日に公表しました。以下では、農業

協同組合法に定める要請検査の実施に係る基準・指針の概要について説明します。 

 

１．経緯 

平成 22 年６月 18 日に閣議決定された「規制・制度改革に係る対処方針」において、「農協に対する

金融検査」が挙げられ、「農協に対する金融庁（財務局）の検査体制の整備状況を踏まえつつ、金融庁

が農協の信用事業の検査を円滑に実施するという観点から、例えば、預金量が一定規模以上の場合や、

不祥事件の再発のような法令等遵守態勢・各種リスク管理態勢等の適切性が疑われる場合等、都道府県

知事の要請の必要性等を含め、金融庁（財務局）及び農林水産省が都道府県と連携して検査を行うため

の基準・指針等を農林水産省・金融庁が共同で作成することによって、農協検査の実効性を高める」と

されました。 

農林水産省及び金融庁では、当該閣議決定等を踏まえ、農業協同組合法に基づき、都道府県の要請を

受けて、都道府県、農林水産省及び金融庁の３者が連携して実施する検査（以下、「３者要請検査」と

いう。）が促進されるよう、「農業協同組合法に定める要請検査の実施に係る基準・指針」を共同で策定

しました。 

 

２．基準・指針の内容 

 基準・指針においては、上記閣議決定を踏まえ、(1)都道府県知事が、イ.貯金量の規模が1,000億円

以上の農協、ロ.貯金量の規模が当該農協の属する都道府県域に所在する農協の貯金量の平均以上の農

協、に該当するか等を勘案し、地域の金融システム・経済に与える影響が大きいと考える農協、(2)不

正・不祥事の再発が認められる農協がある場合には、都道府県知事から３者要請検査の要請がなされる

ことを想定して、主務大臣は検査体制の整備に努めるものとされています。 

 

３．３者要請検査の概要 

３者要請検査は、都道府県から要請があり、かつ、主務大臣が、必要があると認める場合に行うこと

とされています。また、３者要請検査の範囲は、農業協同組合法の規定に基づき、「単位農協の信用事

業に関する業務又は会計の状況」とされています。 

３者要請検査においては、都道府県知事、農林水産省（検査部長等）及び金融庁（財務局長等）が、

それぞれ検査責任者（主任検査官）を選任します。また、３者の協調、連携が適切に確保されるよう事

前に３者で十分協議することとしています。さらに、各検査責任者（主任検査官）は、３者要請検査が

緊密な連携の下で行われるよう、十分配慮し、業務を遂行することとしています。なお、農協に交付す

る検査書（検査結果通知書）は、都道府県知事、農林水産省（検査部長等）及び金融庁（財務局長等）

の連名で発出することとしています。 

http://www.fsa.go.jp/news/22/hoken/20110510-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/hoken/20110513-2.html
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「自己資本比率規制（第1の柱及び第3の柱）に関する告示」の一部改正について 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から、「農業協同組合法に定める要請検査の実

施に係る基準・指針」の公表について」（23年５月13日）にアクセスしてください。 

 

 

 

 
 
平成 21 年７月にバーゼル銀行監督委員会より公表された「バーゼル２の枠組み強化に関する最終文

書」を受け、本邦においても銀行等に対する自己資本比率規制に係る告示の改正を行いました。本告示は
国際合意に基づき、平成23年12月31日から適用します。 
 なお、証券会社の最終指定親会社に対する自己資本規制比率に関する告示についても同様の改正を行っ
ています。 
本改正のポイントは以下の通りです。 

 
１．銀行勘定における証券化商品の取扱いの見直し（第１の柱） 
 
(1) 再証券化エクスポージャーのリスク・ウェイトの引上げ 

証券化エクスポージャーを裏付資産とする証券化取引に係るエクスポージャー（再証券化エクスポー
ジャー）については、そのリスクの複雑性等に鑑み、通常の証券化エクスポージャーと比較して1.1倍
～3.5 倍のリスク・ウェイトを賦課することを規定しました。ただし、経済実態を考慮して、以下の証
券化取引については、再証券化取引には該当しないことを規定しました。 

 
○裏付資産プールが単一であり、証券化取引の前後でリスク特性が実質的に変更されていないもの。 
○中小企業の金融の円滑化を主たる目的とする証券化取引であって、国等が関与する等一定の要件を
満たすもの。 

 
(2) 証券化エクスポージャーに係るモニタリング要件の導入 

外部格付に対する過度な依存を抑制するため、外部格付の利用に係るモニタリング体制の整備につい
て以下のとおり規定しました。 

 
○包括的なリスク特性に係る情報を継続的に把握するために必要な体制の整備。 
○裏付資産について包括的なリスク特性及びパフォーマンスに係る情報を適時に把握するために必要
な体制の整備。 

○証券化取引についての構造上の特性を把握するために必要な体制の整備。 
 
２．トレーディング勘定に係る追加規定（第１の柱） 
 
短期売買を目的とするトレーディング勘定については、今般の金融危機の要因の一つとなったことを受

け、その取扱いの強化を、以下のように規定しました。 
 
○マーケット・リスク相当額の算出に内部モデル方式を採用している場合は、ストレスのかかった VaR
を算出し、現行VaRに合算すること。 

○個別リスクの算出に内部モデル方式を採用する場合は、債券等についての追加的リスク（デフォル
ト・リスク及び格付遷移リスク）に係る自己資本賦課を算出すること。 

○証券化エクスポージャーについて、銀行勘定の自己資本賦課と同水準になるように計測すること。 
○その他、特定順位参照型クレジット・デリバティブ及びコリレーション・トレーディングに係る取扱
い。 

 
３．開示事項の拡充（第３の柱） 
  
上記改正に伴い、金融機関の行う開示の項目についても、外部格付の使用に関するモニタリング体制及

びその運用状況の開示並びに再証券化エクスポージャーの区分等を規定しました。 
 
 
※ 詳しくは、金融庁のウェブサイトの「報道発表資料」から、「自己資本比率規制（第１の柱及び第３

の柱）に関する告示の一部改正（案）」に対するパブリックコメントの結果等について（平成 23 年
５月 27 日）及び「最終指定親会社の連結自己資本規制比率に関する告示（第１の柱及び第３の柱）
の一部改正（案）」に対するパブリックコメントの結果等について（平成23年５月27日）にアクセ
スしてください。 

 

http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110513-3.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/20110527-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110527-1.html
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【お知らせ】 

○KAN-FULL BLOGの活用について 

昨年 11 月に官邸の情報発信の一環として、官邸ブログ KAN-FULL BLOG を開設し、菅総理直筆のコー
ナーや菅総理御出演の動画の配信等、立体的な情報発信を進めているところです。 

  金融庁におきましても、金融庁ホームページ及び金融研究センター・証券取引等監視委員会・公認会
計士監査・審査会のホームページに以下のバナーを設置しています。 

 

 

 

なお、KAN-FULL BLOGの更新情報などを、「KAN-FULL BLOGのお知らせ」として、配信するメール（更

新通知メール配信登録）をご希望の方は、以下のＵＲＬよりお願いします。 

 

●KAN-FULL BLOG  http://kanfullblog.kantei.go.jp/ 

●読者登録（更新通知メール配信登録） http://www.mmz.kantei.go.jp/jp/blog/kan/index.html 

 

○「e-Gov電子申請システム」ご利用について 
 
国民の利便性・サービス向上の取組みとして、金融庁が所管する申請・届出についても、「e-Gov電

子申請システム」の利用により、電子申請・届出をすることができますので、みなさまの積極的なご利
用をお願いします。 
本システムで手続きが可能な申請・届出等については「申請・届出などの手続案内」の「法令一覧

による検索」をご確認ください。 
なお、本システムのご利用にあたりましては、「e-Gov電子申請システム利用規約」に同意していた

だく必要があります。 
 
 
○「e-Gov電子申請システム」利用のメリット 

 
いつでも 
・ 時間にとらわれず夜間や休日でも24時間手続きができます。 

(注) 本システムの保守等が必要な場合は、システムの運用停止等を行うことがあります。 
 
どこでも 
・ 自宅や職場、遠隔地からでも、インターネット経由で手続きができます。 
（注）添付書類のうち、公的機関証明書等、原本を提出する必要のあるもの等については、別に郵送

等で提出していただくことになります。 
 
 
※「e-Gov 電子申請システム」の使い方について、詳しくは e-Gov トップページの「電子申請とは」を

ご確認ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://kanfullblog.kantei.go.jp/
http://www.mmz.kantei.go.jp/jp/blog/kan/index.html
http://shinsei.e-gov.go.jp/menu/
http://www.fsa.go.jp/common/shinsei/index.html
http://shinsei.e-gov.go.jp/225/annai/contents/hourei.html
http://shinsei.e-gov.go.jp/menu/notice/agreement.html
http://www.e-gov.go.jp/index.html
http://www.e-gov.go.jp/shinsei/index.html
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○ その「もうけ話」、大丈夫ですか？  

詐欺的な投資勧誘にご注意ください！ 
 

「未公開株」や「ファンド」取引に関する詐欺的な投資勧誘が多発しています。 

くれぐれもご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際に投資を行うかどうかの判断は、取引内容を十分に理解した上で行うことが重要です。 

少しでも不審に思った場合には、取引を見合わせることを含めて、慎重に対応することをお勧めし 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

不審な勧誘を受けた場合などには、金融庁金融サービス利用者相談室に情報をご提供ください。 

 

○ 金融庁金融サービス利用者相談室（受付時間：平日１０時００分～１６時００分） 

電話（ナビダイヤル）：０５７０－０１６８１１ 

※ＩＰ電話・ＰＨＳからは、０３－５２５１－６８１１におかけください。 

ＦＡＸ：０３－３５０６－６６９９ 

 

※詳細はこちらにアクセスしてください。 

・ 投資勧誘等にご注意ください！（金融庁ウェブサイト） 

・ 免許・許可・登録等を受けている業者一覧（金融庁ウェブサイト） 

 

 

 

 

 

 

 

 

「未公開株」や「私募債」の取引に関するご注意  

● 一般的に、幅広い投資家に「未公開株」や「私募債」の取引の勧誘が行われることは、考え

られません。 

⇒ こうした取引の勧誘を行うことは、法律違反の可能性がありますので、絶対に 

関らないようにしてください。 

◎ 金融庁ウェブサイトでは、よりくわしい情報や、勧誘を行う業者が金融庁（財務局） 
  の登録を受けているかを確認できます。 
◎ なお、金融庁（財務局）の登録を受けている業者であっても、 

・その信用力などが保障されているものではありません。 
・「元本保証」「絶対に儲かる」などと説明して勧誘することは、禁じられています。 

「ファンド（組合など）」取引に関するご注意  

● 法律上、幅広い投資家に対して、組合などファンドへの出資の勧誘を行えるのは、 
  金融庁（財務局）の登録を受けた業者に限られます。 
  ⇒ これ以外の者が勧誘を行うことは、法律違反の可能性がありますので、絶対に関 

らないようにしてください。 

http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/attention.html
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html
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○皆様からの情報提供が市場を守ります！ 
 

証券取引等監視委員会は、市場分析審査、証券検査、課徴金調査、開示検査及び犯則事件の調査を通

じて、市場の公正性・透明性を確保し、投資者を保護することを使命としています。 

当委員会では、こうした調査や検査などの参考として有効に活用するため、広く一般の皆様から、市

場において不正が疑われる下記のような情報を、電話や郵送、FAX、インターネット等により受け付け

ており、平成21年度には、7,118件と多数の情報をお寄せいただきました。 

 

＜個別銘柄に関する情報＞ 

・ 相場操縦（見せ玉や空売りによるものなど) 

・ インサイダー取引（会社関係者による重要事実公表前の売り抜けなど) 

・ 風説の流布（ネット掲示板の書込みやメールマガジンによるデマ情報など) 

・ 疑わしいディスクロージャー（有価証券報告書や適時開示など) 

・ 疑わしいファイナンス（架空増資や疑わしい割当先など） 

・ 上場会社の内部統制の問題                         ・・・ など 

 

＜金融商品取引業者等に関する情報＞ 

・ 証券会社や外国為替証拠金取引（ＦＸ）業者、運用業者、投資助言・代理業者などによる不正行

為（リスク説明の不足、システム上の問題など） 

・ 経営管理態勢や財務内容に関する問題（リスク管理、分別管理、自己資本規制比率の算定など） 

など 

 

＜その他の情報＞ 

・ 疑わしい金融商品や疑わしいファンド（投資詐欺的な資金集めなど）、無登録業者に関する情報 

・ 市場の公正性を害するような市場参加者（いわゆる仕手グループなど)に関する情報・・・ など 

 

以上のような情報につきましては、是非、当委員会までご提供をお願いします。なお、株式に限らず、

デリバティブや債券等に関する情報についても幅広く受け付けています（個別のトラブル処理・調査等

の依頼には対応していませんので、ご了承ください）。 

インターネットからの情報のご提供は、証券取引等監視委員会ウェブサイトの情報受付窓口からお願

いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆ 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 
 
〒１００－８９２２東京都千代田区霞が関３－２－１中央合同庁舎第７号館 
 
直 通：０３－３５８１－９９０９（情報受付窓口直通） 
ＦＡＸ：０３－５２５１－２１３６ 
https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/ 

 

一般からの情報提供を求めるポスター

http://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm
https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/
https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/


- 13 - 

 

〇新着情報メール配信サービス（日本語版・英語版）へのご登録のご案内 
  金融庁ウェブサイトでは、新着情報メール配信サービス（日本語版・英語版）を行っています。皆

様のメールアドレスをあらかじめ登録していただきますと、日本語版の場合、毎月発行される「アクセ

スFSA」や日々発表される各種報道発表など、新着情報を１日１回、電子メールでご案内します。 

  また、英語版でも金融庁英語版ウェブサイトの新着情報や「FSA Newsletter」など、新着情報を１日

１回、電子メールでご案内します。 

 

※ 日本語版の登録をご希望の方は、「新着情報メール配信サービス」に、英語版の登録はSubscribing 

to E-mail Information Service にアクセスしてください。 

 

 

○証券取引等監視委員会ウェブサイトにてメールマガジン配信サービスへの

ご登録のご案内 

証券取引等監視委員会ウェブサイトでは、メールマガジン配信サービス(日本語版・英語版）を行っ

ています。皆様の電子メールアドレスをあらかじめ登録していただきますと、証券取引等監視委員会ウ

ェブサイトの新着情報や証券取引等監視委員会の問題意識等のメッセージを電子メールでご案内します。 
 

※ 日本語版の登録をご希望の方は、証券取引等監視委員会ウェブサイトの「メールマガジン配信サー

ビス」に、英語版の登録は「Subscribing to E-mail Information Service」 にアクセスしてく

ださい。 

 

○公認会計士・監査審査会ウェブサイトにて新着情報メール配信サービスへ

のご登録のご案内 

  公認会計士・監査審査会ウェブサイトでは、新着情報メール配信サービス(日本語版・英語版）を

行っています。皆様の電子メールアドレスをあらかじめ登録していただきますと、公認会計士・監査審

査会ウェブサイトの新着情報を電子メールでご案内します。 

 

※ 日本語版の登録をご希望の方は、公認会計士・監査審査会ウェブサイトの「新着情報メール

配信サービス」に、英語版の登録はSubscribing to E-mail Information Service にアクセス

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsa.go.jp/haishin/service_top.htm
http://www.fsa.go.jp/en/haishin/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/sesc/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/sesc/en/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/cpaaob/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/cpaaob/en/index.html
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【金融ここが聞きたい！】 
 

このコーナーは、大臣の記者会見における質疑応答などの中から、時々の旬な情報をセレクトしてお届

けするものです。さらにご覧になりたい方は、金融庁ウェブサイトの「記者会見」のコーナーにアクセス

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ.収入の 3 分の 1 超ということは震災特例で、社会通年上必要とするお金というのは例外となっており

ます。私は医者でございますから、お医者さんに行ったら一定のお金を取られます。そういったときの

お金は、社会通年上必要なお金であり、それは総量規制の中の例外だという項目があったと思います。

今度の東日本大震災で、社会通年上どうしてもそういった規則で貸せないという、多重債務になって非

常にお苦しみの人を何とか救わせていただこうということで、この法律は基本的につくったわけです。

そういった意味で、東日本大震災を受けて、例外規定をつくったということは、法令に定める貸金業を

利用するに当たり、法令に定める手続等の規定が原因となって、逆に不都合が生じることがないように

見直しを行ったものだと私は思っております。 

【平成23年５月６日（金）閣議後記者会見】 

 

 

 

 

 

 

Ａ.農協に対する検査というのは、昨年 6 月の規制・制度(改革)に関する閣議決定を踏まえまして、農協

法に基づきまして三者要請検査、（都道府県の）要請を受けて、都道府県、それから農水省及び金融庁

の３者が連携して実施をする検査が促進されるよう、要請の基準・指針案を農水省と金融庁において共

同作成しているところであります。他方、できるだけ早期に本基準・指針案を公表・実施した上で、本

年7月以降、３者要請検査を実施していく予定であります。 

  今、基準・指針案として検討している内容は、まず（1 番目に）都道府県が、貯金量が 1 千億円以上、

またはそんなに大きくない県の農協もございますので、貯金量が当該都道府県の農協の平均以上に該当

するか等を勘案して、（貯金量が）当該都道府県の農協の平均以上の農協を（対象に）、（つまり）地域

の金融システム・経済に与える影響が大きいと考えられる農協、それから2番目に不正・不祥事の再発

が認められる農協、のいずれかに該当する農協について、都道府県からの要請を受けて、都道府県、そ

れから農林水産省及び金融庁の３者が連携して検査を行うものであるということになっております。 

 

【平成23年５月10日（火）閣議後記者会見】 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ.今回、震災で被災された方々の既存のローンについては、金融機関において被災者から返済猶予等の

条件変更の申し込みに、積極的に対応しているところでございます。（中略） 

いわゆる「二重ローン」問題については、通常の民間金融による対応だけでなく、幅広く検討する必

要があると考えておりまして、先般、総理から改めて各大臣に知恵を出して検討するように指示があっ

Ｑ：貸金業法施行規則の一部が改正されました。これによって、緊急融資が貸しやすくなりました

けれども、既に年収の 3 分の 1 を超えて借りている方に追い貸しするという必要性よりも、むし

ろ債務の救済が先決ではないかと思うのですが、これに関しまして大臣のお考えをお聞かせ願え

ればと思います。 

Ｑ：金融庁が大規模農協への金融検査をする件についてなのですが、昨年、関係省庁でも議論した

そうですけれども、現在どういう状況か教えていただけますか。 

Ｑ：二重ローンの問題ですけれども、大臣のお考えをお聞かせいただきたいのですが、被災企業と被

災者がそれぞれ既存ローンと新規ローンを抱えていて、それで元本返済と利子返済をそれぞれ必要

とするわけですけれども、それぞれの部分についての政府の支援の是非ですとか、どう支援できる

かというようなことについてのお考えを教えてください。 

http://www.fsa.go.jp/common/conference/index.html
http://www.fsa.go.jp/common/conference/minister/2011a/20110506-1.html
http://www.fsa.go.jp/common/conference/minister/2011a/20110510-1.html
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たところでございまして、関係大臣とも力をあわせて、政府全体としてよく検討していきたいというふ

うに、喫緊の課題として、総理も何度も国会でも重要な課題だと言っております。 

  それから一番の基礎は、公共性の高い、例えば漁港の整備とか、こういうのは、民間金融機関という

よりも、むしろ政府、県、市町村、その辺の丸々地元の負担があるところもございますが、これも特例

措置で、非常に地元負担を少なくするというようなことをやっております。これは 100％税金といいま

すか、歳出でやるわけですから、そこら辺をきちっと組み合わせてやっていきたいと思っています。 

（以下略） 

【平成23年５月24日（火）閣議後記者会見】 

 

 

 

 

【5月の報道発表】 

 

5月2日 アクセス 金融庁における金融行政体験制度(インターンシップ)の実施について 

9日 アクセス 外国監査法人等の廃業等届出について  

10日 アクセス 
「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」の施行に伴う関係政令・主務省令案

等に対するパブリックコメントの結果等について  

13日 アクセス 「農業協同組合法に定める要請検査の実施に係る基準・指針」の公表について  

 アクセス 改正保険業法における認可特定保険業者について  

 アクセス 田平 勝久（田平投資顧問）に対する行政処分について  

 アクセス 自見金融担当大臣談話  

16日 アクセス 
「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正（案）に対するパブリックコメント

の結果等について  

17日 アクセス ユニバーサルデータ株式会社に対する行政処分について  

18日 アクセス 「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令（案）」等の公表について 

19日 アクセス 中小企業の会計に関する検討会ワーキンググループ（第５回）議事次第  

20日 アクセス ムーンライトキャピタル株式会社に対する行政処分について  

 アクセス 銀行等による保険募集に関する関係者等からのヒアリングの開催について  

24日 アクセス 経済価値ベースのソルベンシー規制の導入に係るフィールドテストの結果について  

 アクセス 
「『平成 23 年東北地方太平洋沖地震による災害についての金融検査マニュアル・監督指針の特例

措置及び運用の明確化について』に関するよくあるご質問（ＦＡＱ）」について  

25日 アクセス 損害保険会社の合併について  

26日 アクセス 「貸金業法施行規則等の一部を改正する内閣府令（案）」等の公表について  

27日 アクセス 
「最終指定親会社の連結自己資本規制比率に関する告示（第１の柱及び第３の柱）の一部改正

（案）」に対するパブリックコメントの結果等について  

 アクセス 
「自己資本比率規制（第１の柱及び第３の柱）に関する告示の一部改正（案）」に対するパブリ

ックコメントの結果等について  

30日 アクセス 中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況について（速報値）  

31日 アクセス みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する行政処分について  

 アクセス 
ＳＢＩネットシステムズ株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載 に対する課徴金納付命令

の決定について  

 アクセス 貸金業関係資料集の更新について  

http://www.fsa.go.jp/common/conference/minister/2011a/20110524-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110502-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110509-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/hoken/20110510-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110513-3.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/hoken/20110513-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110513-1.html
http://www.fsa.go.jp/common/conference/danwa/20110513-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110516-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110517-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110518-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/singi/20110517-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110520-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/hoken/20110520-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/hoken/20110524-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/20110524-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/hoken/20110525-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/kinyu/20110526-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/20110527-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110527-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110530-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110531-5.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110531-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/kinyu/20110531-4.html
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 アクセス 銀行等による保険募集に関する関係者等からのヒアリング  

 アクセス 
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令等の一部を改正する

内閣府令等の公表について  

 

 

【5 月のアクセス数の多いページ】 
 

このコーナーは5月の「報道発表」から特にアクセス数の多かったページを掲載しています。 

なお、過去のアクセス数の多いページをご覧になりたい方は金融庁ウェブサイトのアクセス数の多いページ

（過去の情報等）にアクセスしてください。 

 

 
・金融庁が検査実施中の金融機関  
・免許・許可・登録等を受けている業者一覧  
・今般の震災についての金融庁・財務局・金融機関の対応状況  
・中小企業等に対する金融円滑化対策について  
・資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧  
・「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」の施行に伴う関係政令・主務省令案等に

対するパブリックコメントの結果等について  
・「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」について  
・無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について  
・投資勧誘等にご注意ください！  
・損害保険会社の合併について  

 

以上 

 アクセス マークより公表ページを見ることができます。 

http://www.fsa.go.jp/news/22/hoken/20110531-3.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110531-1.html
http://www.fsa.go.jp/common/pop_kako.html
http://www.fsa.go.jp/receipt/k_jyouhou/fsa.html
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/jokyo.html
http://www.fsa.go.jp/policy/chusho/enkatu.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/hoken/20110510-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/kinyu/20110428-8.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/attention.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/hoken/20110525-1.html
http://www.fsa.go.jp/policy/prepaid/shohinken/ichiran.xls
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